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◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
受
託
市
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村
及

び
一
部
事
務
組
合
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管
理
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規
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人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
（
本
庁
）
の
項
中
「
防
災
監
」
を
「
防
災
監
　

将
来
構
想
推
進
監
　
県
民
総
参
加
推
進
監
　
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
推

進
監
　
研
究
推
進
監
」
に
、
「
水
と
緑
推
進
監
」
を
「
事
業
調
整
監
」
に

改
め
、
「
、
総
務
第
一
班
及
び
総
務
第
二
班
」
を
削
り
、
同
表
出
納
局
の
項

中
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
　
財
産
管
理

監
」
に
、
「
総
務
班
」
を
「
総
務
・
企
画
班
」
に
、
「
管
財
課
」
を
「
会
計

管
財
課
」
に
改
め
、
同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を

「
事
務
局
長
　
参
事
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
中
「
、
「
総
務
第
一
班
」、

「
総
務
第
二
班
」
」
を
削
り
、
「
及
び
「
総
務
・
審
査
班
」
を
「
、
「
総

務
・
審
査
班
」
及
び
「
総
務
・
企
画
班
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
地
域
振
興
局
の
項
中
「
部

長
」
を
「
部
長
　
地
域
振
興
監
」
に
、
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
地
区
総

合
事
務
所
長
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
地
区
総
合
事
務
所
」
を
「
北
秋
田

地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長
　
北
秋
田
地
域
振
興
局

総
務
企
画
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
」
に
、
「
仙
北
地
域
振
興
局
仙
北
平
野

農
村
整
備
事
務
所
長
」
を
「
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
仙
北
平
野
農
村
整
備

事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
自
治
研
修
所

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
秋
田
県
立
大
学
の
項
か
ら
森
林
技

術
セ
ン
タ
ー
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
産

業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
部
長
」
を
「
部
長
　
部
長
待
遇
」
に

改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精

神
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
事
務
部
長
」
を
「
事
務
部
長
　
病
院
改
革
推
進

監
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
総
合
生
活
文
化
会
館

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
東
京
産
業
観
光
セ
ン
タ
ー
の
項
を

削
り
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
秋
田
中
央
道
路
建
設
事
務
所

の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
総
務
用
地
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局

（
地
方
機
関
）
港
湾
事
務
所
の
項
中
「
総
務
班
又
は
」
及
び
「
（
秋
田
港
湾

事
務
所
の
管
理
班
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
備
考
中
「
及
び
「
管

理
・
業
務
班
」
を
「
、
「
管
理
・
業
務
班
」
及
び
「
総
務
用
地
班
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
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は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
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会
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公
平
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の
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市
町
村
及
び
一

部
事
務
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
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布
す
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。
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委
員
会
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則
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（
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平
委
員
会
の
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託
市
町
村
及

び
一
部
事
務
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合

の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
由
利
本
荘
市
本
庁
の
項
中
「
部
長
」
を
「
理
事
、
部
長
」
に
改

め
、
同
表
羽
後
町
本
庁
の
項
中
「
収
入
役
室
　
会
計
課
長
」
を
「
会
　
計

課
　
課
長
」
に
改
め
、
同
表
羽
後
町
出
先
機
関
の
項
中
「
在
宅
介
護
支
援
複

合
施
設
」
を
「
高
瀬
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
大
仙
美
郷
介
護
福
祉

「
事
　
務
　
局
　
局
長

「
特
別
養
護
老
　
施
設
長

組
合
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
特
別
養
護
老
　
所
長
　
に
改
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め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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農
林
水
産
技
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所
長
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所
長
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